
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
自
衛
官
採
用
試
験
の
試
験
期
日
及
び
試
験
場
を
定
め
る
件
四
件

三
四
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

三
四
三

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

三
四
三

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
四
件

三
四
三

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件

三
四
五

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

三
四
五

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
五
件

三
四
五

○
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す
る
件

三
四
六

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
の
指
定
は
解
除
さ
れ
た
も
の
と
す
る
件

三
四
七

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
件
二
件

三
四
七

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

三
四
八

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
四
八

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
度
第
四
次
募
集
期
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空

自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
（
男
子
）
の
採
用
試
験
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
（
木
）
か
ら
同
年
九
月
六
日
（
金
）
ま
で

二

採
用
予
定
数

陸
上
自
衛
隊

約
六
千
四
百
名

海
上
自
衛
隊

約
五
百
七
十
名

航
空
自
衛
隊

約
千
三
百
二
十
名

三

試
験
種
目
及
び
試
験
期
日

試

験

種

目

試

験

期

日

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
社
会
及
び
作
文
）

平
成
二
十
五
年
九
月
十
六
日
（
月
）

適
性
検
査

口
述
試
験

平
成
二
十
五
年
九
月
十
九
日
（
木
）
、
同
月
二

身
体
検
査

十
日
（
金
）
、
同
月
二
十
五
日
（
水
）
、
同
月

二
十
七
日
（
金
）
、
同
月
二
十
八
日
（
土
）
又

は
同
月
二
十
九
日
（
日
）
の
う
ち
指
定
す
る
一

日

四

試
験
予
定
会
場

１

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査

名

称

位

置

会
津
大
学

会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
鶴
賀
字
上
居
合
九
十

番
地

い
わ
き
明
星
大
学

い
わ
き
市
中
央
台
飯
野
五
丁
目
五
番
地
一
号

日
本
大
学
工
学
部

郡
山
市
田
村
町
徳
定
字
中
河
原
一
番
地

福
島
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー

福
島
市
三
河
北
町
七
番
地
十
四
号

南
相
馬
市
労
働
福
祉
会
館

南
相
馬
市
原
町
区
北
町
五
百
三
十
七
番
地

白
河
市
産
業
プ
ラ
ザ
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

白
河
市
字
中
田
百
四
十
番
地

２

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査
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名

称

位

置

陸
上
自
衛
隊
福
島
駐
屯
地

福
島
市
荒
井
字
原
宿
一
番
地

陸
上
自
衛
隊
郡
山
駐
屯
地

郡
山
市
大
槻
町
字
長
右
ヱ
門
林
一
番
地

五

採
用
時
期

平
成
二
十
六
年
三
月
下
旬
又
は
同
年
四
月
上
旬

六

応
募
資
格

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日
現
在
又
は
同
年
四
月
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本

国
籍
を
有
す
る
男
子
で
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

七

問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部
募
集
課
（
福
島
市
南
町
八
十
六
番
地
）

電
話
〇
二
四
―
五
四
六
―

一
九
一
九

（
災
害
対
策
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
度
第
四
次
募
集
期
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空

自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
（
女
子
）
の
採
用
試
験
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
（
木
）
か
ら
同
年
九
月
六
日
（
金
）
ま
で

二

採
用
予
定
数

陸
上
自
衛
隊

約
五
百
名

海
上
自
衛
隊

約
八
十
名

航
空
自
衛
隊

約
百
三
十
名

三

試
験
種
目
及
び
試
験
期
日

試

験

種

目

試

験

期

日

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
社
会
及
び
作
文
）

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日
（
火
）

口
述
試
験

適
性
検
査

身
体
検
査

四

試
験
予
定
会
場

名

称

位

置

陸
上
自
衛
隊
福
島
駐
屯
地

福
島
市
荒
井
字
原
宿
一
番
地

陸
上
自
衛
隊
郡
山
駐
屯
地

郡
山
市
大
槻
町
字
長
右
ヱ
門
林
一
番
地

五

採
用
時
期

平
成
二
十
六
年
三
月
下
旬
又
は
同
年
四
月
上
旬

六

応
募
資
格

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日
現
在
又
は
同
年
四
月
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本

国
籍
を
有
す
る
女
子
で
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

七

問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部
募
集
課
（
福
島
市
南
町
八
十
六
番
地
）

電
話
〇
二
四
―
五
四
六
―

一
九
一
九

（
災
害
対
策
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
度
第
四
次
募
集
期
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空

自
衛
隊
の
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
と
し
て
採
用
す
る
陸
上
自
衛
官
、
海
上
自
衛
官
及
び

航
空
自
衛
官
（
男
子
及
び
女
子
）
の
採
用
試
験
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
（
木
）
か
ら
同
年
九
月
六
日
（
金
）
ま
で

二

採
用
の
区
分
及
び
採
用
予
定
数

１

採
用
の
区
分

一
般
曹
候
補
生

２

採
用
予
定
数

陸
上
自
衛
隊

約
二
千
百
名
（
う
ち
女
子
約
八
十
名
）

海
上
自
衛
隊

約
千
名
（
う
ち
女
子
約
四
十
名
）

航
空
自
衛
隊

約
七
百
五
十
名
（
う
ち
女
子
約
八
十
名
）

三

試
験
種
目
及
び
試
験
期
日

１

第
一
次
試
験

試

験

種

目

試

験

期

日
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筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
英
語
及
び
作
文
）

平
成
二
十
五
年
九
月
十
六
日
（
月
）

適
性
検
査

２

第
二
次
試
験
（
第
一
次
試
験
の
合
格
者
の
み
行
う
。
)

試

験

種

目

試

験

期

日

口
述
試
験

平
成
二
十
五
年
十
月
六
日
（
日
）
か
ら
同
月
十

身
体
検
査

日
（
木
）
ま
で
の
間
の
指
定
す
る
一
日

四

試
験
予
定
会
場

１

第
一
次
試
験

名

称

位

置

会
津
大
学

会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
鶴
賀
字
上
居
合
九
十

番
地

い
わ
き
明
星
大
学

い
わ
き
市
中
央
台
飯
野
五
丁
目
五
番
地
一
号

日
本
大
学
工
学
部

郡
山
市
田
村
町
徳
定
字
中
河
原
一
番
地

福
島
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー

福
島
市
三
河
北
町
七
番
地
十
四
号

南
相
馬
市
労
働
福
祉
会
館

南
相
馬
市
原
町
区
北
町
五
百
三
十
七
番
地

白
河
市
産
業
プ
ラ
ザ
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

白
河
市
字
中
田
百
四
十
番
地

２

第
二
次
試
験

名

称

位

置

陸
上
自
衛
隊
福
島
駐
屯
地

福
島
市
荒
井
字
原
宿
一
番
地

陸
上
自
衛
隊
郡
山
駐
屯
地

郡
山
市
大
槻
町
字
長
右
ヱ
門
林
一
番
地

五

採
用
時
期

平
成
二
十
六
年
三
月
下
旬
又
は
同
年
四
月
上
旬

六

応
募
資
格

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
で
、
自

衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該

当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

七

問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部
募
集
課
（
福
島
市
南
町
八
十
六
番
地
）

電
話
〇
二
四
―
五
四
六
―

一
九
一
九

（
災
害
対
策
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
五
年
度
第
四
次
募
集
期
に
お
け
る
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
と
し

て
採
用
す
る
海
上
自
衛
官
及
び
航
空
自
衛
官
（
男
子
及
び
女
子
）
の
採
用
試
験
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
（
木
）
か
ら
同
年
九
月
六
日
（
金
）
ま
で

二

採
用
の
区
分
及
び
採
用
予
定
数

１

採
用
の
区
分

航
空
学
生

２

採
用
予
定
数

海
上
自
衛
隊

約
七
十
名
（
う
ち
女
子
若
干
名
）

航
空
自
衛
隊

約
四
十
名
（
う
ち
女
子
若
干
名
）

三

試
験
種
目
及
び
試
験
期
日

１

第
一
次
試
験

試

験

種

目

試

験

期

日

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
及
び
英
語
の
他
、

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
一
日
（
土
）

地
理
歴
史
、
公
民
又
は
理
科
の
う
ち
か
ら

一
科
目
選
択
）

適
性
検
査

２

第
二
次
試
験
等

第
一
次
試
験
合
格
者
に
対
し
て
別
に
示
す
。

四

試
験
予
定
会
場

１

第
一
次
試
験
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名

称

位

置

コ
ラ
ッ
セ
ふ
く
し
ま

福
島
市
三
河
南
町
一
番
地
二
十
号

郡
山
市
労
働
福
祉
会
館

郡
山
市
虎
丸
町
七
番
地
七
号

２

第
二
次
試
験
等

第
一
次
試
験
合
格
者
に
対
し
て
別
に
示
す
。

五

採
用
時
期

平
成
二
十
六
年
三
月
下
旬
又
は
同
年
四
月
上
旬

六

応
募
資
格

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
二
十
一
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
で
、
高

等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
平
成
二
十
六
年
三
月
ま
で
に
高
等
学
校
又
は
中
等
教

育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
と

同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
者
（
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

こ
れ
に
該
当
す
る
見
込
み
の
あ
る
者
を
含
む
。
）
及
び
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
第
三
学
年
の
課
程

を
修
了
し
た
者
（
平
成
二
十
六
年
三
月
ま
で
に
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
第
三
学
年
の
課
程
を
修
了

す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

七

問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部
募
集
課
（
福
島
市
南
町
八
十
六
番
地
）

電
話
〇
二
四
―
五
四
六
―

一
九
一
九

（
災
害
対
策
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
七

月
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課
市
民

情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
福
島
笹
谷
店

福
島
県
福
島
市
笹
谷
字
出
水
上
二
番
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
変
更
前
）
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
笹
谷
店

（
変
更
後
）
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
福
島
笹
谷
店

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
十
八
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日

五

届
出
を
し
た
者

大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤
羽
新

屋
敷
土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
十
五
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、

同
年
七
月
一
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
七
月
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
二
本

二
本
松
市
木
幡
字
桜
畑
一

変
更
前

一
二
・
〇
〜

八
八
・
五

松
川
俣
線

一
番
一
地
先
か
ら

二
〇
・
〇

同

市
木
幡
字
川
面
二

一
二
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

一
二
・
〇
〜

八
八
・
五

二
八
・
二

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
七
月
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日
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福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
荒
井

郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田

変
更
前

Ａ

五
・
七
〜

五
〇
〇
・
四

郡
山
線

字
乙
高
九
七
番
一
地
先
か

一
二
・
二

ら同

市
赤
木
町
五
〇
番
地

先
ま
で

郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田

Ｂ

八
・
〇
〜

五
三
〇
・
二

字
乙
高
九
七
番
一
地
先
か

三
七
・
六

ら同

市
若
葉
町
二
七
五
番

一
地
先
ま
で

郡
山
市
富
田
町
三
角
堂
三

変
更
後

Ａ

五
・
七
〜

一
、
七
〇
九
・
〇

一
番
一
地
先
か
ら

二
一
・
八

同

市
赤
木
町
五
〇
番
地

先
ま
で

郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田

Ｂ

八
・
〇
〜

五
三
〇
・
二

字
乙
高
九
七
番
一
地
先
か

六
四
・
〇

ら同

市
若
葉
町
二
七
五
番

一
地
先
ま
で

郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田

Ｃ

一
二
・
〇
〜

二
六
二
・
五

字
三
御
堂
一
四
八
番
地
先

二
九
・
七

か
ら

同

市
富
久
山
町
久
保
田

字
三
御
堂
一
三
二
番
二
地

先
ま
で

郡
山
市
富
田
町
三
角
堂
三

Ｄ

一
六
・
〇
〜

一
、
二
六
九
・
九

一
番
一
地
先
か
ら

九
〇
・
五

同

市
富
久
山
町
久
保
田

字
三
御
堂
九
番
一
一
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
七
月
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
布
沢

大
沼
郡
金
山
町
大
字
山
入

変
更
前

五
・
八
〜

六
〇
・
〇

横
田
線

字
鮭
立
居
平
三
〇
三
八
番

一
八
・
六

一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
山
入

変
更
後

八
・
四
〜

六
〇
・
〇

字
鮭
立
居
平
二
八
三
四
番

一
八
・
六

二
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
七
月
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
喜
多

耶
麻
郡
西
会
津
町
登
世
島

変
更
前

八
・
三
〜

三
〇
二
・
九

方
西
会
津

字
惣
座
林
甲
九
八
九
番
一

三
〇
・
三

線

地
先
か
ら

同

郡
同

町
登
世
島

変
更
後

八
・
三
〜

三
〇
二
・
九

字
桑
代
西
又
道
下
甲
八
七

五
〇
・
七

八
番
二
地
先
ま
で
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（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

羽
染

幸
弘

会
津
若
松
市
材
木
町

平
成
二
五
年
七
月
三
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

一
丁
目
六
番
二
七
号

三
〇
年
三
月
三
一
日
ま
で

（
出
納
総
務
課
）

公

告

公
告
第
二
百
十
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

二

名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
福
島
学
グ
ロ
ー
バ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三

代
表
者
の
氏
名

黒
澤

文
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
栄
町
十
番
二
十
一
号

福
島
栄
町
ビ
ル
七
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
行
政
、
教
育
機
関
、
商
工
業
者
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
防
災
や
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
、
更
に
災
害
に
備
え
た
ま
ち
づ
く
り
な
ど
を
体
系
づ
け
て
学
ぶ
窓
口
と
し
て
、
そ
の
最
前
線

に
立
つ
福
島
の
人
々
と
共
に
環
境
を
整
備
し
、
視
察
や
研
修
を
受
け
入
れ
、
地
域
住
民
と
の
意
見
交

換
な
ど
に
よ
る
新
た
な
交
流
を
促
進
し
、
更
に
、
子
ど
も
達
の
未
来
の
た
め
に
、
限
り
あ
る
豊
か
な

自
然
を
残
し
、
食
、
環
境
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
持
続
可
能
な
社
会
を
目
指
す
た
め
の
学
び
の
場
を
整
備

す
る
こ
と
で
、
放
射
線
な
ど
に
関
す
る
専
門
的
な
学
習
や
、
防
災
教
育
な
ど
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
を

生
き
抜
く
た
め
の
力
を
養
う
様
々
な
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
二
百
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
四
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
く
し
ま
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

中
島

靖
治

國
井

輝
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
五
老
内
町
六
番
四
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
民
に
対
し
て
、
他
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
地
域
社
会
活
動
団
体
等
と

連
携
し
て
、
成
年
後
見
制
度
の
普
及
及
び
啓
発
、
成
年
後
見
人
候
補
者
等
の
推
薦
、
受
任
活
動
及
び

相
互
支
援
、
成
年
後
見
に
係
る
事
例
検
討
及
び
課
題
研
究
、
成
年
後
見
、
相
続
等
の
利
用
に
係
る
相

談
及
び
支
援
並
び
に
任
意
後
見
本
人
、
高
齢
者
等
の
見
守
り
、
生
き
が
い
支
援
を
通
し
た
成
年
後
見

制
度
等
権
利
擁
護
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
高
齢
者
・
障
害
者
等
の
誰
も
が
共
に
生
き
る
こ
と
の
で

き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
二
百
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
一
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
活
支
援
ワ
ー
カ
ー
ズ
ネ
ッ
ト
コ
ミ
ュ

三

代
表
者
の
氏
名

星

祐
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
向
原
四
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
・
障
害
者
に
対
す
る
介
護
・
相
談
援
助
等
の
日
常
生
活
全
般
に
わ
た
る
生

活
支
援
、
及
び
子
育
て
の
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
社
会
全
体
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ
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と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
二
百
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ビ
ー
ン
ズ
ふ
く
し
ま

三

代
表
者
の
氏
名

若
月

ち
よ

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
矢
剣
町
二
十
二
番
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
不
登
校
の
子
ど
も
や
ひ
き
こ
も
り
の
青
少
年
の
親
、
市
民
、
学
生
な
ど
広
範
な
人

々
と
協
同
し
て
、
不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
や
ひ
き
こ
も
り
の
青
少
年
た
ち
の
た
め
に
、
そ
の
生
き
方

と
学
習
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
広
く
青
少
年
が
自
分
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
支
援
を
行
い
、
そ
れ

を
も
っ
て
社
会
の
創
造
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
二
百
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
く
ら
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

三

代
表
者
の
氏
名

堀
川

章
仁

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
双
葉
郡
富
岡
町
小
浜
四
百
八
十
一
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
と
し
て
活
動
し
、
富
岡
町
に
お
け
る
生
涯
ス
ポ
ー

ツ
活
動
の
振
興
を
図
り
、
も
っ
て
、
会
員
の
健
康
増
進
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
促
進
、
豊
か
な

高
齢
化
社
会
の
創
造
並
び
に
青
少
年
の
健
全
育
成
な
ど
明
る
く
豊
か
で
活
力
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
地
域

社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
二
百
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
宙
の
仲
間
た
ち

三

代
表
者
の
氏
名

兼
田

文
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田
字
石
堂
六
十
三
番
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
法
人
は
、
地
域
の
人
々
が
年
齢
、
性
別
、
人
種
、
障
害
有
る
無
し
等
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ

れ
の
違
い
を
認
め
合
い
な
が
ら
個
々
の
可
能
性
を
地
域
の
中
で
よ
り
良
く
活
か
し
つ
つ
、
生
活
出
来

る
よ
う
に
成
る
事
を
目
指
し
、
福
祉
の
増
進
お
よ
び
向
上
に
関
す
る
事
項
等
を
実
施
す
る
事
に
よ
り

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
す
事
が
出
来
る
よ
う
に
成
る
事
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
二
百
十
七
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
五
年
四
月
か
ら
同
年
六
月
ま
で
の
間
に
収
去
し
た
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

検
査
の
結
果

生
産
業
者

､

特
殊
肥
料
輸
入
業
者
又

備
考

の
指
定
名

T
N
T
P
T
K
T
C
u
T
Z
n

水
分

は
販
売
業
者

(%
)
(%
)
(%
)

(%
)

(%
)

届
出

名
(及
び
商
品
名
)

(m
g/
kg)

(m
g/
kg)

TCaO
C/N

平
成
25年
４
月
分

(特
殊
肥
料
)
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た
い
肥

有
限
会
社
八
マ
ル
ハ
チ
堆

0.6
1.2
1.3

7

51

0.7
22
66.0

巻
牧
場

肥

た
い
肥

国
分
農
場
有
グ
リ

ーン
ト
ッ

2.4
1.3
2.0
11

47

0.8
11
35.2

限
会
社

プ
１
号

検
査
の
結
果

生
産
業
者

､

特
殊
肥
料
輸
入
業
者
又

備
考

の
指
定
名

T
N
T
P
T
K
T
C
u
T
Z
n

水
分

は
販
売
業
者

(%
)
(%
)
(%
)

(%
)

(%
)

た
い
肥

株
式
会
社
花
復
興
の
ち
か

0.1
0.4
0.5
30

15

0.4
125
52.1

咲
じ
い
さ
ん
ら
Ｘ

た
い
肥

株
式
会
社
花
復
興
の
ち
か

0.9
1.1
0.3
30

96

2.4
12
61.7

咲
じ
い
さ
ん
ら
Ｖ

検
査
の
結
果

生
産
業
者

､

特
殊
肥
料
輸
入
業
者
又

備
考

の
指
定
名

T
N
T
P
T
K
T
C
u
T
Z
n

水
分

は
販
売
業
者

(%
)
(%
)
(%
)

(%
)

(%
)

た
い
肥

菊
地

信
治

0.5
0.6
1.3

9

41

1.0
25
65.7

た
い
肥

ゆ
め
堆
肥

2.6
4.5
2.0
187
1,186
3.1
11
29.5

注
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

｡

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

次
の
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
二

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
六
月
十
九
日
付
け
で
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
の

で
、
福
島
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
（
彫
刻
の
部
）
の
指
定
は
、
同
日
付
け
で
解
除
さ
れ
た
も
の

と
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
教
育
委
員
会

名

称

員
数

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所

在

の

場

所

木
造
地
蔵
菩
薩
坐
像

一
軀

宗
教
法
人

い
わ
き
市
小
川
町
下
小

同
上

長
福
寺

川
字
上
ノ
台
一
二
〇

（
文
化
財
課
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
項
第
二

号
（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
六
条
、
漁
業
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
九
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
又
は
地
方
自
治
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
若
し
く
は
第
百
八
十
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
、
平
成
二

十
五
年
六
月
二
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ハ
ッ
ピ
ー
愛
ラ
ン
ド

伊
達
市
保
原
町
字
泉
町
一
番
地
一

届
出

名
(及
び
商
品
名
)

(m
g/
kg)

(m
g/
kg)

TCaO
C/N

平
成
25年
５
月
分

(特
殊
肥
料
)

届
出

名
(及
び
商
品
名
)

(m
g/
kg)

(m
g/
kg)

TCaO
C/N

平
成
25年
６
月
分

(特
殊
肥
料
)

TN
－
窒
素
全
量
､
TP－

り
ん
酸
全
量
､
TK
－
加
里
全
量
､
TCu－

銅
全
量
､
TZn－

亜
鉛
全
量
､

TCaO
－
石
灰
全
量
､
C/N
－
炭
素
窒
素
比
､
水
分
－
水
分
含
有
量

牛
ふ
ん
バ
ー

ク
堆
肥

有
限
会
社
木

野
内
フ
ァ
ー

ム
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ほ
ば
ら

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
項
第
二

号
（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
六
条
、
漁
業
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
九
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
又
は
地
方
自
治
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
若
し
く
は
第
百
八
十
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
規
定
す
る
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
、
平
成
二

十
五
年
六
月
二
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

南
開
成
ケ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
よ
風

郡
山
市
字
桑
野
清
水
台
四
八
番
地
の
八

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
一
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

財
団
法
人
星
総
合
病
院

公
益
財
団
法
人
星
総
合
病
院

平
成
二
四
年
一
二
月
一
二
日

郡
山
市
大
町
二
丁
目
一
番
一

郡
山
市
向
河
原
町
一
五
九
番

平
成
二
五
年
一
月
一
日

六
号

一
号

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
七
月
九
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

財
団
法
人
竹
田
綜
合
病
院
附

一
般
財
団
法
人
竹
田
健
康
財

平
成
二
五
年
四
月
一
日

属

ノ
牧
温
泉
病
院

団

ノ
牧
温
泉
病
院

�

�


